
備 後 圏 域 内 の ６ 次 産 業 化 を サ ポ ー ト

びんご６次産業化アドバイザーとは

農山漁村に豊富に存在する地域資源を活用し，１次産業としての農林漁業と，２次産業

としての製造業，３次産業としての小売業等の事業との総合的かつ一体的な推進を図り，

新たな付加価値を生み出す取組です。（１次×２次×３次＝６次産業化）

・各アドバイザーの専門分野等は福山市ホームページに掲載しています。

・掲載項目以外の分野もご相談に応じます。
・効果的な助言を得られるよう，事前に必要なデータや質問項目等を整理しておくことをおすすめします。

✽加工品のアイディアがほしい ✽販路を開拓したい

✽地域資源を使った商品開発がしたい ✽マーケティングについて知りたい

✽宣伝・ＰＲ方法について教えてほしい ✽経営についてアドバイスがほしい

びんご アドバイザー派遣事業次６ 産 業 化

６次産業化等に関して様々な知識及び経験を有する専門家です。

６次産業化とは

備後圏域（三原市，尾道市，福山市，府中市，

世羅町，神石高原町，笠岡市及び井原市）の

農林漁業者や事業者の方々

対象

三原市農林水産課
〒723-8601 広島県三原市港町3丁目5-1
Tel 0848-67-6077

神石高原町産業課
〒720-1522 広島県神石郡神石高原町小畠2025
Tel 0847-89-3337

笠岡市農政水産課
〒714-8601 岡山県笠岡市中央町1-1
Tel 0865-69-2143

府中市産業振興課
〒726-8601 広島県府中市府川町315
Tel 0847-43-7131

井原市農林課
〒715-8601 岡山県井原市井原町311-1
Tel 0866-62-9522

世羅町産業振興課
〒722-1192 広島県世羅郡世羅町西上原123-1
Tel 0847-22-5304

（お住まいの市町へお願いします。）お申込み・お問い合わせ

福山市地産地消推進課
〒720-8501 広島県福山市東桜町3-5
Tel 084-928-1249

尾道市農林水産課
〒722-8501 広島県尾道市久保1丁目15-1
Tel 0848-38-9473

例えばこんな相談に応じます

無料

（１案件３回まで）

費用



びんご６次産業化アドバイザー

福山市
（事務局：地産地消推進課）

備後圏域内の市町
(三原市，尾道市，福山市，府中市，世羅町，神石高原町，笠岡市，井原市の各担当課)

申請者
（備後圏域内に住所を有する個人又は主たる事務所を有する法人，団体 ほか）

①申請
様式第１号

②派遣依頼

調整 ⑤報告書送付

⑤報告書送付③決定通知 ④
派
遣

⑤報告
様式第５号

③決定
通知
様式第２号

③決定
通知
様式第３号

⑤報告
様式第４号

⑥費用

①申請
●まずはお電話等でご相談ください。
●相談内容をもとに，お住まいの市町に派遣申請書を提出してください。

②依頼
●提出を受けた市町は申請書の内容を精査し，適当であると認めた場合は福山市へ
アドバイザーの派遣を依頼します。

③決定

●依頼を受けた福山市は申請書の内容を精査し，適当であると認めた場合はアドバ
イザーの派遣を決定します。

●派遣するアドバイザーは，申請者の指名又は申請内容に基づき決定します。
●福山市からアドバイザー並びに各市町を経由して申請者に決定事項を通知します。

④派遣
●アドバイザーを派遣します。
●派遣回数は，１案件につき１年度３回までとします。

⑤報告
●申請者及びアドバイザーは，派遣後１カ月以内に報告書を提出してください。
●互いの報告書は申請者，アドバイザー，福山市，関係市町へ送付します。

⑥費用
●派遣するアドバイザーへの報償費は福山市が負担します。
●上記以外の経費（会場費・資料代等）については申請者側が負担してください。

申請から派遣までの流れ

アドバイザーリスト及び派遣申請に関する各様式は福山市ホームページに掲載しています。

びんご６次産業化アドバイザー 検 索http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/chisanchisho/


